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淺川部長 

 

 

 

１．計画の背景 

本区では、平成 14 年５月に、「江戸川区水と緑

の行動指針（緑の基本計画）」を策定し、みどり＊

のまちづくりを進めてきました。 

現在では、多くの公園や街路樹などが整備され、

みどりを愛する区民活動が活発に行われています。 

「水と緑の行動指針」の策定から概ね 10 年が

経過し、この間に平成 16 年の景観緑三法の成立

に代表されるように、みどりに関する国や東京都

の法・計画が創設・改正されたこと、社会情勢が

様々に変化していること、豊かになったみどりを

保全しみどりの質を高めるための新たな課題が生

じていることなどから、新たに「江戸川区みどり

の基本計画」を策定します。 

 

２．計画の位置づけ 

みどりの基本計画とは、都市緑地法に基づいて、地域特性を活かした江戸川

区らしい個性あるみどりの保全や創出を推進し、区民と区が協働してみどりを

活かしたまちづくりを行うための計画です。本区の将来都市像を示す「江戸川

区基本構想」のもと、都市マスタープランである『街づくり基本プラン』など

と連携を図るとともに、国や東京都の関連計画とも連携します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
＊本計画書では、樹木や樹林地、農地、水辺地や公園･緑地などを総称して、“みどり”と表記し、樹木や樹林地だけを

対象にしている場合は“緑”と表記しています。 

「えどがわ百景」 

計画の策定にあたって 第１章 

自然いっぱいの一之江境川親水公園 

親水公園を愛する区民活動 

淺川 ppt 

江戸川区基本構想 

長期計画 

江戸川区街づくり 

基本プラン 

(都市マスタープラン) 

 

江戸川区 

みどりの基本計画 
(都市緑地法第四条) 

江戸川区 

水と緑の行動指針 

整合 

反映 

都市計画公園・緑地の整備方針 

緑確保の総合的な方針 

（以上 都・区・市町合同策定） 

みどりの新戦略ガイドライン 

２０２０年の東京 

緑の東京10年プロジェクト 

環境軸ガイドライン 

緑施策の新展開 

（東京都の関連計画） 

（他の関連計画） 

生物多様性国家戦略 

江戸川区景観計画 

エコタウンえどがわ 

推進計画 

等 

即する 

連携 連携 

連携 
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３．計画の目標年次 

本計画では中間年次を平成 29 年（2017 年）、目標年次を 10 年後の平成

34 年（2022 年）とします。 

 

４．みどりの役割 

 地震や水害などへの危機意識の高まりや、地球温暖化、ヒートアイランド現

象などの環境問題などに対して、みどりは様々な機能を総合的に果たし、私た

ちの暮らしを支えるきわめて重要な役割を担っています。 

 

■防災の機能 

公園や農地など、みどりのオープンスペースは、地震や

水害などの大規模災害時に人々の命を守る重要な防災拠

点として機能します。また、街路樹などの樹木は、火災の

延焼拡大を防ぎ、避難路や緊急輸送路を確保する効果を発

揮します。 

 

■自然環境保全の機能 

みどりは、様々な生物の生息場所になっており、都市に

おける生物多様性の確保に大きく貢献しています。公園や

樹林地、道路の街路樹、水辺などが繋がることで、豊かな

自然が連なる生物の移動経路にもなります。 

        

■都市環境改善の機能 

みどりは、その蒸散作用によってヒートアイランド現象

を緩和する効果を持っています。温室効果ガスの増加に起

因する地球温暖化防止にも、CO2の吸収源としてみどりが

重要な役割を担っています。 

 

■レクリエーションの機能 

子どもたちの遊び場や、多様な世代の散策、休息の場と

して、また、余暇活動やスポーツ・健康づくりのための活

動の場として、公園などのみどりは重要な役割を担ってい

ます。 

 

■都市景観形成の機能 

公園や街路樹、水辺などの美しいみどりは、都市景観を

形成するうえで重要な役割を果たします。 

また、名木、大木や屋敷林、農地など、本区の文化や歴

史等と深く関わっているみどりは、都市の景観に厚みや風

格をもたらしてくれます。 



 3 

  

 

１．みどりのあゆみ 

１）まちづくりのあゆみ 

■農村から急激な都市化へ 

本区は、東京都の東部地域に位置し、荒川や江戸川の大河川と東京湾に囲

まれ、利根川水系の堆積作用によって形成された沖積平野であり、低く平ら

な土地が広がっています。そのため江戸時代以来水田の開発が進んで、昭和

30 年代ごろまでは農地も多く残っていました。 

しかし、昭和 30 年代後半からの急激な都市化の波は、田園が広がる本区

の豊かな自然を破壊し、公害、交通災害、ゴミ問題、緑の消失など多くの環

境問題を発生させました。 

昭和 40 年代には、環境浄化対策が緊急を要する重要な課題となり、中で

も昭和 45 年の葛西地区ゴミ問題をはじめとする、航空機騒音問題、成田新

幹線通過計画は、区民生活を脅かす三大公害でした。 

 

■区民一人当たり 10本 10㎡を目指して 

このような状況の中、本区では昭和 46 年に「環境をよくする 10 年計画」

を策定し、「ゆたかな心、地にみどり」を合言葉にかかげると共に、街の美化、

浄化運動、緑化運動を中心に、区民とともに手を携えながら本区を脅かす様々

な環境問題からまちを守る活動を始めました。 

また、土地区画整理事業や都市計画道路などの都市基盤の整備を進めると

ともに、樹木数と公園面積の目標「区民一人あたり 10 本 10 ㎡」をかかげ、

街にやすらぎと潤いをもたらす緑の確保を積極的に進めてきました。 

さらに、下水道の整備でその役割を終えた河川や水路を再生し、日本で初

めて「親水」という考え方に基づいて整備した「古川親水公園」を誕生させ

るなど、「豊かな水辺の遊水都市」を目指して、魅力あるみどりのまちづくり

を進めてきました。 

 

■さらなる区民協働拡充の時代へ 

こうした長年の取り組みにより、区民の暮らしに密着した多くの環境資源

が整うとともに、親水公園の「愛する会」が発足するなど、地域のコミュ二

テイ活動も大きな広がりを見せてきました。 

平成 9 年には、このような、区民が地域に愛着を持ち活動するという姿が

高く評価され、緑の都市賞「内閣総理大臣賞」を受賞しました。 

その後も、公園ボランティア・緑のボランティアなどのアダプト制度に代

表される、区民と区とのパートナーシップ活動の取り組みなど、みどりを支

える様々な活動が活発に行われています。 

みどりの現状と課題 第２章 



 4

 
 
 
 
 
「ゆたかな心 地にみどり」を合言葉に掲げ、全区的な緑化運動を開始したのは、

昭和45年9月からでした。この年の12月には環境部が誕生。緑化公園課を新設し、

本区の緑化施策が本格的に始まりました。 

昭和 47（1972）年には「第 1回江戸川区樹木実態調査」を実施した結果、当時の

区内樹木総本数は約120万本と分かりました。 

実態調査を契機に、昭和48（1973）年10月1日、「緑化推進要綱」を策定し、

保護樹指定や寄贈樹木受入れの制度が始まりました。 

その後、緑化の啓発を目的とした「緑のフェスティバル」の前身に当たる「植樹祭」

と「公園まつり」が行船公園で開催され、名称、場所を変えながら今日まで毎年、行

われています。 

また、平成2年には、区の長期計画を

みどりの視点から支え、方向づける「江

戸川区緑化指針」を策定し緑化を進めて

きました。昭和58（1983）年には「第

2回江戸川区樹木実態調査」を実施、区

内の樹木は 約227万本で、10年間で

倍増しました。その後の第3回調査（平

成5年、1993）では、約400万本で

約20年の間に3倍以上の伸びを示しま

した。 

公園・児童遊園の整備に関しては、昭

和45年（1970）、区の公園数は都区合

わせて98園約38ha、それが30年後

の平成 12年（2000）には 415園約

304haとなり、30年間で公園面積は8

倍に増えました。 

このように、10本 10㎡のスローガ

ンのもと緑化運動を継続してきた結果、

平成24年4月時点では、区内の総樹木

数は625万本、区民一人あたり9.2本

となり、公園は 465園 358ha、区民

一人あたりの公園面積は 5.30㎡（25

年４月）となっています。 

 

区民一人あたりの樹木数と公園面積の目標 

10本 10.0㎡ 
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年代 整備のあゆみ 活動、受賞のあゆみ 

1970 

年代 

下水道事業受託開始（S48） 

古川親水公園開園（S48） 

篠崎ポ二一ランド開園（S50） 

 

葛西地区ゴミ公害追放総決起大

会開催（S45） 

「ゆたかな心、地にみどり」の 

標語決まる（S45） 

環境部発足（23区で初めて） 

 （S45） 

第 1 回環境浄化推進中央大会開

催（S46） 

緑化推進要綱（S48） 

区の木=クスノキ、 

区の花=ツツジ(サツキ)決定（S53） 

1980 

年代 

小松川境川親水公園開園(S57) 

総合レクリエーション公園 

一部開園（S58） 

親水さくらかいどう完成（S63） 

葛西親水四季の道完成（H1） 

平成庭園・源心庵完成（H1） 

葛西臨海公園・海浜公園 

一部開園（H1） 

 

第１回緑のフェスティバル開催

（S59） 

 

 

1990 

年代 

新長島川親水公園開園（H3） 

新左近川親水公園開園（H5） 

下水道 100%概成（H7） 

一之江境川親水公園完成（H8） 

新中川「健康の道」完成（H10） 

公園アイデア検討会 

(松江公園)の開催（H8） 

第 17 回緑の都市賞「内閣総理大

臣賞」を受賞（H9） 

2000 

年代 

大島小松川公園完成（H14） 

小松川千本桜完成（H15） 

本郷用水親水緑道完成（H20） 

※親水緑道 18路線  

17.68km全線完成 

新川千本桜整備（H19～） 

 

公園ボランティア登録制度の開始 

（H13） 

区民参加によるフラワーロートﾞ 

花壇コンクールの開始（H13） 

第 11回全国川サミット in江戸川 

開催（H14） 

アダプ卜制度開始（H16） 

第 16回全国川サミット in荒川開催 

（H19） 

全国花のまちづくり江戸川大会 

開催（H20） 

新しい街路樹デザインの策定

（H21） 
2010 

年代 

一之江抹香亭開園（H22） 

 

江戸川区景観条例制定（H23） 

善養寺「影向の松」国の天然記念

物に指定（H23） 

「一之江境川親水公園を愛する

会」が「手づくり郷土賞 国土交通

大臣表彰」を受賞（H24） 

 

 

【西暦】 【主な実績】 【みどりの関連計画】 

■みどりのまちづくりのあゆみ 
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２）水と緑のあゆみ 

 

■古川親水公園の整備 

かつて、都内有数の田園地帯であった本区には 420 km に及ぶ河川や水路

が区内を流れていました。長い間、田園地帯の農業用水として活用されてき

た古川の流れにも、昭和 30 年代後半になると都市化の波が押し寄せ、いつ

しか排水路となり、かつての清流はドブ川と化しました。 

また、モータリゼーションの流れの中で、河川や水路を埋め立てる計画が

あがりましたが、区民から「昔から親しんできた川が消えるのは耐えられな

い」と埋め立てに反対する声が上がりました。 

 このような区民の強い思いを受け、区は昭和 47 年「江戸川区内河川整備

計画（親水計画）」を策定、この親水計画の第 1 号として、汚れていた古川

を再生し、昭和 48 年、日本で初めての親水公園が誕生しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■親水公園、親水緑道のネットワーク整備 

 古川親水公園が誕生した後も、「心のふれあうゆとりの水辺」「自然とのふ

れあいの水辺」「生活の中に溶け込んだ水辺」「防災空間としての水辺」を基

本理念に親水公園や親水緑道の整備を進め、現在では、総延長が 27km にも

及ぶ 5つの親水公園と 18の親水緑道が区全域にネットワークされています。 

 

 

 

 

 

 

 

成果品 
淺川部長ppt 

土屋部長ppt 土屋部長ppt 

古川親水公園（整備前） 古川親水公園（整備後） 

一之江境川親水公園 小松川境川親水公園 

http://www.city.edogawa.tokyo.jp/shisetsuguide/bunya/koendobutsuen/index.html
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■公園の整備、拡充  

本区では、多様な利用ニーズに

対応する公園を整備するため、新

たな用地取得、河川敷の活用や民

有地を借りて広場をつくる等、あ

らゆる方法で公園の整備を進めて

きました。 

平成 25 年 4 月 1 日現在では、

465 箇所、358ha、区民１人当

たりの公園面積は 5.30 ㎡となり

ました。公園の性質も、身近な遊

び場から広域的なレクリエーショ

ンにまで、多種にわたっています。 

■緑を増やす取り組み 

区民一人当たりの樹木数 10 本を目指して、公園や街路樹、学校等の公共

施設や民有地の緑を、区民と区が一体となって増やしてきました。 

この間の人口増加もありましたが、平成 24 年 4 月現在では 625 万本、

１人当たり 9.2 本にまで 

増えてきています。 

特に街路樹に関しては、

下水道の普及に合わせ

て水路を歩道や緑道に

整備し植栽してきた結

果、街路樹は５万７千本

（高中木）となり、この

数は東京 23区中群を抜

く数で、区民の貴重な財

産になっています。 

 

■保護樹指定による大木･名木の保護 

本区では、大木や名木を保護樹に指定して、そ

の保護を進めてきました。現在では、350 本余の

樹木を保護樹に指定しています。 

指定された樹木に対しては、地域の緑のシンボル、

また区民共有の緑の財産として、樹勢回復に必要

な措置や専門的なアドバイスを行っています。ま

た、保護樹木には、指定看板を設置しＰＲをして

います。 
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■公園面積の推移 

■街路樹数（区道、高木）と下水道普及率 

２２年 保護樹５回 

一之江名主屋敷のケヤキ 

461箇所 358ha 

98箇所 38ha 

街
路
樹
数
（
高
木
） 

 

下
水
道
普
及
率 

S45     S55      H2     H12      H25  
1人当り 5.30㎡ 



 8 

２．みどりの現状 

１）区全体のみどりの量 

区内のみどりの全体量は、

公園や道路などの都市基盤

整備に伴い増加しています。 

しかし、道路や公園など

の公共用地のみどりは着実

に増加しているのに対して、

農地や草地などの民有地の

みどりが宅地化などの開発

に伴い減少しています。 

 

 

２）樹木や樹林地の現状 

■民有地の大径木※の状況 

区内には、約 3,000 本の大径木があります。 

そのうち約 4 割が、住宅や寺社境内などの

民有地にあるものですが、民有地の大径木は、

昭和 59 年から平成 22 年までの間に 1,728

本減少（公共用地を含めた全体では 403 本の

減少）しています。 

減少の主な原因は、宅地開発に伴う農地や屋

敷林の減少、住宅の建て替えなどがあげられま

すが、今後もこうした開発は進むと考えられる

ことから、開発に伴う大径木の保全のあり方を

検討することが必要です。 

※地上高 1.5ｍでの樹幹直径が 50 ㎝以上の樹木のこと。（平成 22 年実態調査による） 

■保護樹の指定と管理状況 

本区では、大木や名木を保護樹に指定して保護

に努めています。 

しかし、保護樹に指定されていても、強剪定や

活力度不良の樹木が見られることから、保護樹指

定後の管理の仕組み等を充実させることが必要と

なっています。 

 

 

 

 
強剪定がみられる保護樹 

■緑被地、みどり地の推移 

■土地利用別の大径木の状況 

資料：平成18年度土地利用現況調査 

道路、 

公園の 

緑化地 

 

寺社境内
18%

学校
13%

個人住宅
12%

街路樹
6%

公共施設
5%

集合住宅
4%

河川敷
0%

公園
36%

事業所
3%

その他
3%

16.3 34.8 
165.8 132.7 
90.3 73.5 

189.7 218.8 

294.1 343.4 

557.8 531.4 

183.9 184.7 

0.0 

200.0 
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800.0 
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1400.0 

1600.0 

H13 H18 

(ha) 

その他 

河川等の水面 

道路、公園の緑化地 

宅地等の緑化地 

農地 

草地 

樹林地 
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寺社境内
25%

その他
11%

集合住宅
17%

事業所
18%

個人住宅
29%

■樹林地の状況 

本区では、上篠崎一丁目の浅間神社を特別緑

地保全地区に指定して樹林地の保全に努めてい

ますが、他にも、100 ㎡以上の樹林地が区全体

で 208 箇所、約 10.6ha 確認されています。

（平成 22 年実態調査※による） 

西瑞江二丁目の大雲寺の寺社林や、臨海地区

の事業所に規模の大きな樹林地が見られる他、

東小岩二丁目や春江町二丁目には規模の大きい

屋敷林なども見られます。 

樹林地で最も箇所数が多いのは個人住宅で全

体の 3 割を占めていますが、個人住宅の樹林地

は、開発に伴って消失する傾向であり、保全の

ための対策を検討することが必要です。 

※民有地にある 100 ㎡以上の樹林地を対象に調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上篠崎一丁目の浅間神社 

臨海町三丁目の東京団地倉庫 

南小岩六丁目の天祖神社 

浅間神社 

西瑞江二丁目の大雲寺 

春江町二丁目の名主屋敷 

船堀六丁目の集合住宅 

大雲寺 

■土地利用別樹林地割合（箇所数） 
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３）農地の現状 

■農地面積の推移 

本区の農地は、都市のなかに残る貴重なオープンスペースであり、まち

に潤いをもたらすとともに、防災空間としても期待されるなど、都市の中

で重要な役割を担っています。 

しかしながら、区内の農地は毎年減少を

続けており、過去 10 年間で約３割

（25.8ha）が消失しています。 

区内の農地は、民家の生け垣や樹木と一

体となったもの、住宅に囲まれたものな

ど、様々な形態が存在しており、江戸川

区を特徴づける土地利用の形態として、

農地の保全と活用が課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■農業後継者の状況 

後継者のいる農家は、平成9年度の242戸から、10年後の平成19年には

90戸にまで減少しています。年齢別にみると15～29歳と30～49歳の従

事者の減少が著しく、50歳以上の従事者数が増加しています。 

後継者不足は、相続による農地の転用と減少を招く原因となることから、

営農の支援や農地の活用などに取り組むことが必要です。 

■農業後継者の推移 

 平成9年 平成14年 平成19年 

15～29歳 94 37 11 

30～49歳 136 82 56 

50歳～ 12 8 23 

合計 242 127 90 

出典：江戸川区農業基本構想 

民家の緑と一体的な農の景観 

■農地面積の推移 

45.4 45.3 45.1 44.9 44.2 44.9 43.8 42.4 41.4 40.1 40.0 39.3 39.1 38.5 

51.0 48.5 46.4 42.8 42.8 40.1 
37.1 35.7 

32.8 32.9 30.6 29.7 26.8 25.2 

96.4 93.8 91.5 
87.7 87.0 85.0 

80.9 
78.1 

74.2 73.0 70.6 69.0 
65.9 63.7 

0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

70.0 

80.0 

90.0 

100.0 

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

宅地化農地 

生産緑地 

(ha) 

面 

積 
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４）水辺の現状 

■親水整備の状況 

本区では、昭和 49 年に全

線が完成した「古川親水公園」

をはじめ、５路線、9.6 ㎞の

親水公園が整備されています。 

また、親水公園とともに、

道路空間に「親水」の機能を

持たせた親水緑道は 18 路線、

17.7km に及び親水公園と

ともに水と緑のネットワーク

を形成しています。 

さらに、地震水害予防対策

として水位低下を図っている

旧中川や治水の役割を終えた

新川において、街の魅力を高

める親水整備を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

■水辺環境の状況 

都市部を流れる河川の水辺空間は、貴重な

オープンスペースとなっており、動植物の生

息環境にも大きく寄与しています。 

荒川や江戸川の広大な河川敷は、スポーツ･

レクリエーションを楽しむ多くの区民でにぎ

わっています。また、ヨシ原や干潟の再生、

ビオトープの整備など、自然環境に配慮した

川づくりが行われています。 

 

 

 

 

長谷川 

木工沈床で囲われた河岸（荒川） 

鳥類園（葛西臨海公園） 

■親水公園、親水緑道のネットワーク 

小松川境川

親水公園 

一之江境川親水公園 

新左近川親水公園 

新長島川親水公園 

古川親水公園 

鹿本親水緑道 

鹿骨親水緑道 

上小岩親水緑道 

下小岩親水緑道 

西小岩親水緑道 

親水さくらかいどう 

流堀親水 

はなのみち 

鎌田川親水緑道 

宿川親水緑道 

左近川親水緑道 

葛西親水四季の道 

篠田堀 

親水緑道 

東井堀 

親水緑道 

興農親水緑道 

本郷用水

親水緑道 

新左近川 

椿親水緑道 

仲井堀 

親水緑道 

京成線 

JR 総武線 

新宿線 

東西線 

JR 京葉線 

新 川 

旧中川 

新川千本桜 
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５）生物の生息状況 

本区では継続して水辺環境調査を実施しており、江戸川、旧江戸川、荒

川、新中川、旧中川、新川と東京湾（葛西沖）について、植物、鳥類、魚

類・底生生物の分布・生息情報を記録しています。 

 植物では、セイタカアワダチソウやオオアレチノギク、シロツメクサな

どの帰化種や荒れ地に侵入する植物が多く確認されています。 

一方で湿地性のミゾコウジュやウラギク、タコノアシなど希少な在来種

も河川敷の自然地に生息が確認されています。 

葛西沖には、毎冬数万羽のスズガモが越冬のために訪れますが、このこ

とは、この区域に豊富なエサがあることを示しています。葛西海浜公園の

東なぎさではトビハゼの群れも確認され、北限の生息地として知られてい

ます。西なぎさではコアジサシの繁殖も確認されました。現在、ラムサー

ル条約登録をめざしてＮＰＯ法人などが活動中です。 

 一之江境川親水公園でも、平成 18 年度から 24 年度の生物調査の結果

を集計すると植物 181 種、昆虫 194 種を記録するなど、自然の川を目指

して整備した結果が生き物の生息種数にも表れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コアジサシ トビハゼ 

ウラギク スズガモの群れ 

ツグミ ベニシジミ 
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６）公共用地や民有地の緑化の現状 

■街路樹の整備状況 

本区では、下水道整備により役割を終えた水路跡を活用した歩道や緑道、

都市計画道路などに、多くの街路樹を植栽して、緑豊かな街路を整備してき

ました。現在では、５万７千本もの街路樹が生育しており、緑のネットワー

クを構成する重要な要素となっています。 

昨今では、限られた街路空間にある街路樹が生長に伴い、ともすれば、沿

道住民の生活に支障を及ぼしている事例も見受けらます。 

このような現状を踏まえ、将来にわたり、あらゆる社会ニーズに応え、区

民に愛され親しまれるものとするため、街路樹の将来方針を示す「新しい街

路樹デザイン（平成 21 年策定）」に基づき計画設計や管理を行っています。 

 

■公共施設の大径木の状況 

公共用地にある大径木の多くは、活力度※が良

好で適切な管理状況※にありますが、学校にある

大径木には活力度が不良なものや強剪定されて

いる樹木の割合がやや高い傾向にあります。 

※平成 22 年実態調査において樹木の活力度と管理状況

を調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4%

7.0%

24.3%

87.6%

83.5%

75.0% 0.7%

2.9%

9.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公園

学校

公共施設

良好 普通 不良

7.4%

11.7%

42.1%

89.3%

76.0%

55.7%

12.4%

2.1%

3.1%

0.0%

0.0%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公園

学校

公共施設

適切な剪定・良好管理 普通 強剪定 放置

■大径木の管理状況 

■大径木の活力度 

強剪定された大径木 
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■条例等による民有地の緑化 

本区では、「江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例」（住宅

等整備基準条例）に基づいて、一定規模以上の宅地開発、建築に対して敷地

の緑化を行ってきました。 

また、景観法による景観条例や景観地区指定、地区計画により、緑の都市

景観形成を進めています。 

■住宅等整備基準条例の概要 

対 象 ・3階以上かつ 10戸以上の共同住宅又は一団の土地に 40戸以上の共同住宅を

建築する事業  

・一団の土地を 3区画以上に分割し、一以上の戸建て住宅を建築する事業  

・事業区域面積 300 平方メートル以上の建築物（共同住宅等は除く）を建築

する事業 

内 容 

（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋上緑化

緑地

建築物

屋上緑化

緑地

建築物

地上部の環境空地に
ついて、形態、規模、
配置基準を定めてい
る
【住居系用途地域

３５％】

建築物上の緑地につい
て、形態、規模を定めて
いる。
【人の入れる屋上２０％】

古川親水公園沿線地区

景観地区 

■景観地区の指定状況 

一之江境川沿線地区 景観地区 

空地部分の 

条例による緑化事例 
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７）公園の現状 

■規模別の公園状況 

公園整備は、現在 465 箇所、面積 358ha

区民一人当たり 5.30 ㎡となっています。 

（都立公園含むただし、葛西海浜公園除く） 

公園規模別に箇所数の割合を見ると、

1000m2 以下の公園が 51％と半数を占め、

1ha 以上の公園は 6％となっています。  

 

■整備経過年別公園の状況 

区内の公園に関して、整備年からの経過年※

で区分すると、整備後 30 年以上が経過する

公園が 57％、20 年以上経過する公園が全体

の 77％を占めるようになってきており、計

画的な維持管理、リニューアルを進めていく

必要があります。 
※改修した公園は、改修年からの経過年を示している 

 

■所有区分別公園の状況 

所有区分別の公園現況は下表のとおりで、69 箇所が民有地となっていま

す。このうち区立児童遊園は、全体の 4 割以上の 63 箇所が民有地であり、

今後、相続などによる借地の返還等が発生することも考えられます。 

■区立公園の所有区分別の公園現況（平成 25年 4月）   箇所、面積(㎡) 

  区立公園 区立児童遊園 区立広場 合 計 

区有地 271  954,490  16  13,330  3  10,542  290  978,363  

国有地 9  938,277  18  18,396  1  3,165  28  959,838  

都有地 15  123,445  42  46,261  17  60,105  74  229,811  

民有地 0  7,002  63  54,592  6  3,777  69  65,372  

合 計 295  2,023,214 139  132,579 27  77,589  461  2,233,384  

 

■バリアフリーの状況 

区立公園のバリアフリー状況は下表の通りで、障害者団体等の意見をふま

えながらバリアフリー化を進めています。 

さらに、「江戸川区立公園等移動円滑化条例」を平成 2５年 4 月 1 日より

施行し、公園の出入口、傾斜路や公園施設のバリアフリー化を今後も進めて

いきます。 

■公園・児童遊園のバリアフリー状況（区立） 

項  目 24年度末 備  考 

出入り口の段差解消 338園 全 434園 

手洗所改修 
便器の洋式化 264園  

手すりの取付け 235園  

藤棚、背付きベンチ等休養施設 410園  

■整備経過年区分ごとの公園割合 

■規模別の構成比（箇所数） 

2ha～4ha 1% 
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■公園配置の状況 

歩いていける身近な場所に

幼児や小学生が遊べる、あるい

は熟年者が憩える公園が不足

している地域※は、区内全体に

点在しており、特に小岩地区や

区画整理事業などのまちづく

りが行われていない葛西地区

の一部などに見られます。（河

川敷緑地は除く） 

今後、身近な公園の整備や適

正配置を検討し、農地や未利用

地、既存の施設などを活用しな

がら、レクリエーション機能な

どの面から公園の不足してい

る地域の解消に努める必要が

あります。 

※1,000 ㎡未満の公園から半径

100ｍ、1,000 ㎡以上の公園か

ら半径 250ｍの円を描き、円の

中に含まれていない地域を不足

地域として着色しています。 

 

 

■公園施設の整備状況 

面積がおおむね 1,000 ㎡以上の公園のうち８割近くは、遊戯施設や休息

施設、広場などが整備されており、複合的な機能※を有していますが、面積

が 500 ㎡未満の公園では、複合機能を有している割合は３割程度となって

います。(平成 22年度実態調査による) 

1,000 ㎡未満の公園が約半数を

占め、また、市街地の中に新たに広

い空地を確保することが困難な地

域も存在するため、近接する小規模

公園の機能を見直し機能分担を図

るなど、公園相互の連携策を検討す

ることが必要です。 

 

 ■公園の規模と機能の関係 

※複合機能あり：遊戯施設、休息施設、広場が整備された公園 

複合機能なし：上記の一部を満たしていない公園 

身近な場所に公園が

不足している地域 

■公園の配置状況 

30.0

77.0

70.0

23.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

500㎡未満 1000㎡以上

複合機能あり 複合機能なし
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■広域避難場所の状況 

本区は、江戸川・荒川の河口部

及び東京湾に面する、三方を水

に囲まれた低平地であるととも

に、かつての地下水汲み上げに

よる地盤沈下により、陸域の７

割がゼロメートル地帯になって

おり、こうした地勢から洪水や

高潮の危機に絶えずさらされて

います。 

さらに、近年の地球温暖化の

影響による異常気象や海面水位

の上昇により、これまで以上に

洪水や高潮への懸念が高まって

います。 

また、「首都直下地震等による

東京の被害想定（東京都防災会

議） 平成 24 年４月公表」に

よると、マグニチュード 7.3 の

東京湾北部地震の場合、江戸川

区の多くが震度 6 強と想定され

ており、地震災害に対する備え

も急務となっています。 

加えて、大地震とともに洪水や

高潮が同時発生する「複合災害」

のリスクへの対策も必要となっ

ています。 

こうした自然災害に脆弱な江

戸川区において、広域避難場所

までの距離が遠い地域が存在す

ることは防災上の大きな課題で

す。 

今後は、こうした防災の観点を

改めてふまえて、公園等のオープ

ンスペースを充実させていくこ

とが必要です。 

 

 
広域避難場所（大島小松川公園） 

■広域避難場所までの距離 

広域避難場所

まで 1km 以内 

広域避難場所

まで 2km 以内 

広域避難場所 
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３．みどりをめぐる社会動向 

１）少子高齢社会、人口減少社会の進展 

江戸川区の人口は、平成 24 年 2 月策定の基本計画（後期）の将来人口

推計において、平成 37 年の 69 万９千人をピークに減少に転じる推計と

なっていました。しかし、実態として、すでに平成 23～24 年にかけて、

区の人口は減少しています。 

さらに、今後は、年少人口が減少し、高齢者人口は増加する予測となっ

ています。 

こうした少子高齢社会、人口減少社会をむかえ、これまで整備してきた

公園等の施設の更新などに際して、幼児から熟年者までのあらゆる世代の

ニーズや地域ニーズを反映していく必要があります。 

例えば、熟年者にやさしいバリアフリーの公園づくりや、公園を舞台と

したみどりに関わるボランティア活動による生きがいづくり、みどりを通

じて区民がふれあい、さらなる地域コミュニティの醸成を図っていく必要

があります。 

 熟年者が健康で生きがいを持って暮らしていけるみどりづくり、多様な

世代が、そして人と人が集い憩える安全で安心な時代に即したみどりのま

ちづくりが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■江戸川区の将来人口推計 資料：江戸川区基本計画（後期） 

14.5 13.7 12.8 11.9 11.3 

67.9 66.1 65.6 66.0 65.1 
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23.5 

21.6 22.0 20.2 

677,587 694,000 699,000 699,000 
692,000 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

平成 22年 平成 27年 平成 32年 平成 37年 平成 42年 

600,000 

620,000 

640,000 

660,000 

680,000 

700,000 

720,000 

人 

0～14歳 15～64歳 65歳以上 人口 
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２）循環型社会の実現に向けた取り組み 

昭和 30 年代後半からの急激な都市化に

よって区内の環境に様々な問題が生じまし

た。これらの問題を解決するため、行政だ

けでなく、区民、事業者が一体となった対

策を総合的に進めようと環境浄化対策協議

会が設置されました。 

その後、葛西地区ごみ公害問題、航空機

騒音問題、成田新幹線区内通過問題の三大

公害問題を、環境浄化対策協議会を中心と

した区民行政一体となった反対運動により、

いずれも解決に至りました。 

昭和 59 年、これまでの「環境浄化」から、快適な環境を守り育ててい

こうとする「環境をよくする運動」に名称を改めた後、今日まで運動を継

続しています。 

この運動の母体組織である「環境をよくする地区協議会」は、町会自治

会、子ども会、くすのきクラブなどから推薦された推進委員を中心に、連

帯感や地域を愛する心を育てることを目的に活動を続けています。 

この運動が始まって以来約 40 年、区民と区の強い信頼感と、「自らが環

境づくりのリーダー」として活躍するという意識が醸成され、「地域力」に

よる様々な取組みが行われています。 

こうした住民自らの活動のほか、区内各所で行われているフリーマーケ

ットを通じたリユースの活動や、熟年人材センターでの自転車再生事業な

どは、循環型社会の実現に向けた身近な活動の例ですが、「自然の循環」「健

全な炭素循環」の観点からも、本区では下記の取り組みを行っています。 

 

■主な取り組み 

生ごみリサイクル 

講習会 

発泡スチロール箱と手作りコンポストを使用した楽しい生ごみ堆肥

作り。 

みどりのもったいな

い運動 

公園等の樹木の落ち葉や剪定枝等の腐葉土化、チップ化を実施。区民

が不要になったものを再利用できる仕組み作りを行い、みどりのもっ

たいない運動を推進し、地球環境・自然環境の保護・保全に貢献中。 

・ポニーランドの馬糞を混合した落ち葉の腐葉土化 

・剪定枝のチップ化等の再資源化 

・園芸残土・植木鉢の再利用 

寄贈樹木の受入れ・ 

植栽推進 

一般家庭等から寄贈された樹木を公園等の公共施設へ移植し、区の財

産として保全・活用。 

おきがる環境講座 環境全般の基礎知識や日常生活に取り入れられる省エネ、地域で活動

するために必要な知識等を学べる講座を開催。 

 

ホームページから

直接コピー 

環境をよくする運動 
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３）地球温暖化やヒートアイランドへの取り組み 

東京都では、過去 100 年で年平均気温が約３℃も上昇しており、地球温

暖化や都市のヒートアイランド現象等が深刻な問題となっています。 

こうした中、平成 22 年の気候変動枠組条約締約国会議（COP16、メキ

シコ）で、発展途上国を含め世界が協調して、気候変動問題に立ち向かう

という基本理念となる「カンクン合意」が採択されました。 

また、平成 23 年の COP17（南ア

フリカ）では、温室効果ガスの排出削減

に向けたガイドラインの策定などが採

択されました。 

 本区でも、このような環境問題に対応

するためエコタウンえどがわ推進計画

に基づく様々な取組みを行っています。 

 

■主な取り組み 

みどりのカーテン 

モニター講習会 

モニターを募り、みどりのカーテンを広める活動。 

講習会と年２回のアンケートを実施。 

もったいない運動 

えどがわ 

地球温暖化防止のための省エネ活動。例えば給食を残さず食べる、電

気をこまめに消す、レジ袋をもらわないなどの行動にみんなで取り組

む活動。 

グリーンプラン推進

校が累計 49 校 

えどがわエコセンターと協働し、園・学校における環境学習を推進す

るモデル校。 

えどがわエコセンターからは各種情報の他、教材教具などの費用を学

校に提供し、学校での環境学習が充実するよう支援を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■東京の平均気温の推移 資料:気象庁 

学校名  取組内容  

西小松川小学校  ５年生の「総合的な学習の時間」を使って学校

周辺地域の環境保全についてフィールドワー

クと講義で探究  

大杉小学校  ・グリーンカーテン  

南葛西第二小学校   ・みどりのカーテンを充実させる  

・花壇の整備  

瑞江小学校  ・校内の池の定期的な水質調査（ COD､ph など）            

・池を中心としたビオトープづくり    

・プールのヤゴ救出作戦  

下鎌田西小学校  給食の残菜から作る腐葉土を利用した野菜栽

培  

葛西中学校  グリーンカーテンと草花の育成。  

臨海小学校  

すくすくスクール  

・緑のカーテン  

・生ごみをつかっての土づくり  

江戸川双葉幼稚園  ・園内の菜園での野菜の栽培と調理体験   

・果樹の育成と作物を用いた食育活動  

・ビオトープに集まる生物の観察  

・園内の水田での稲作  

・グリーンカーテンの育成  

小岩第三中学校  ・屋上緑化活動  

・グリーンカーテン  

 

 

 

平成 24年度 推進校 
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４）生物多様性確保のための取り組み 

私たちは、自然界から食糧の供給や気候の安定化といった様々な恩恵を

受けており、生物の多様性は、豊かな生活や文化の源泉となっています。 

しかし、昨今は開発や地球温暖化等により、生物多様性が急速に失われ

つつあります。 

このような中、平成 22 年に開催された

生物多様性条約第 10 回締約国会議

（COP10）において、長期計画として「自

然と共生する」世界の実現、短期目標とし

て「効果的かつ緊急な行動を実施する」を

掲げ、具体的な行動目標として 20 の項目

からなる「愛知目標」が設定されました。 

この達成に向けた国のロードマップであ

る、「生物多様性国家戦略 2012-2020」

が平成24年9月に閣議決定されています。 

本区でも、自然や生き物について学んだ

り大切にする様々な取り組みを行っていま

す。 

 

■主な取り組み 

水辺環境調査 荒川、江戸川、新中川、葛西沖の水辺環境調査 

一之江境川親水公園における自然環境生物調査を実施。 

自然復元・再生事業 河川海岸のクリーン作戦を通じて自然環境の復元を推進。 

絶滅種や生物多様性に関する啓発を推進。 

ネイチャーリーダー

の育成支援 

自然環境の保護・保全の推進役となる人材の育成と活動支援のため

に、ネイチャーリーダー養成講座等を開催。 

荒川クリーンエイド 荒川のゴミを数えながら拾うことを通じて、自然環境の回復と荒川に

集い思いを寄せる人々の交流を作り出す活動。 

 

 

 

 

 

 

ネイチャーリーダー 

自然の恵み 
生き物の生存基盤、都市環

境の改善、食料や燃料供給 

等 

生物多様性 

人
間
活
動 

① 

③ 

② 

①人間活動が生物多様性に与えるマイナスの影響 

②生物多様性の劣化がもたらす自然の恵みの減少 

③自然の恵みの減少が人間活動にもたらすマイナスの影響 

■自然の恵みと人間活動の関係イメージ 

緑施策の新展開（東京都）より 

荒川クリーンエイド 
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    ５）ボランティア、アダプト活動などの取り組み 

本区では、みどりのまちづくり活動に関わるボランティアの育成や学習

会、イベントなど、様々な取り組みを行っており、285 団体 303 個人総

計8,501人がボランティア登録（25年2月現在）されるに至っています。 

平成 19 年には、こうした区民が主体的に取り組むみどりのまちづくり

が評価され第１７回「全国花のまちづくりコンクール」において花のまち

づくり大賞（農林水産大臣賞）を受賞しました。 

 

■人材育成などに関する主な活動 

分野 項 目 内   容 

育
成 

公園ボランティアの 

育成支援 

ボランティア活動に興味を持った区民に対し、講座、講習

会等を実施。 

えどがわ桜守の育成 

支援 

桜を守り、育て、広める役割を担う人材の育成と活動の支

援のために、桜に関する講習会の開催や情報発信等を実

施。 

水と緑のリーダー会議 

の開催 

定期的にリーダー会議を開催。 

ウェルカム・ガーデナー 

の育成支援 

本庁舎前庭や文化センター等の区を代表する施設の花植

え等を行う人材の育成を実施。 

活
動 

アダプト活動交流会の 

開催 

活動分野の異なるボランティアが一堂に会して、情報を交

換・共有するアダプト活動交流会を開催。 

公園ボランティア 

連絡会の開催 

アダプト制度によるボランティア活動を円滑・継続的に行

うために連絡会を開催。 

プレイパークの運営 火おこし、木登りなど自分の責任で自由に遊ぶことのでき

るプレイパークの運営。 

イ
ベ
ン
ト 

緑のフェスティバル 身近な緑の大切さや育てる楽しみ、喜びを体験できるイベ

ントとして、公園ボランティアが中心となり開催。 

えどがわ 

花と緑のフェア 

ボランティア活動の成果を発表する場や情報交換の場を

設けるとともに花や緑、水辺環境の新たな魅力を発見でき

るような講演を秋の「水と緑の月間」に開催。 

学
習
会
な
ど 

水と緑の区民カレッジ 

講座 

花の育て方や庭の手入れの仕方、まちづくりに関する基礎

知識など、さまざまなテーマの講座を開催。 

おきがる環境講座 環境全般の基礎知識や日常生活に取り入れられる省エネ、

地域で活動するために必要な知識等を学べる講座を開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園ボランティアによるプレイパークの運営

（小松川ゆきやなぎ公園） 

ウェルカム・ガーデナー 

（区役所本庁舎前） 
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４．みどりの課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本区では、保護樹や特別緑地保全地区の指定により、大径木や樹林地の

保全を行っていますが、こうした指定を受けているもの以外にも、同等の

大径木や樹林地が多数存在しています。 

しかしながら、過去に比べてその数は大きく減少しているほか、保護樹

に指定されていても、管理が行き届いていない樹木も見られます。 

樹林地や大径木は、区民の心のよりどころとなる存在であり、身近な生

物の生息場所として、あるいは市街地におけるクールスポットとしても貴

重な環境を提供しています。 

大径木や樹林地の減少を抑制し、適切な管理と利活用の方策を充実させ

ることにより、これらを保全する必要があります。 

 

 

区内の農地は毎年減少を続けています。また、農業者の高齢化や後継者

不足、都市化の進行、あるいは税制面から農地を手放さざるを得ない状況

など課題が多いのが現状です。 

農地は、江戸川区らしい風景や人と土とのふれあいの場を提供するだけ

でなく、防災空間としての機能も持っています。 

こうした多様な機能を持つ都市農業を支援し、農地を保全・活用してい

く必要があります。 

 

 

荒川や江戸川などの大河川を擁し、親水公園や親水緑道がネットワーク

された本区にとって、水辺は本区を特徴づける最大の要素であり、多くの

生き物の生息場所としても重要な空間です。 

また、雨水の利活用や、水を土に返す農地や緑地などの土地を保全する

等、健全な水循環も安心安全なまちづくりを進める上で重要です。 

人間も含めた全ての動植物にとって、豊かな水環境を保全していくこと

は非常に重要です。 

 

 

① 樹林地や大径木の保全と利活用 

② 農地の保全と活用方策、担い手確保 

③ 水環境の保全 
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本区では、環境をよくする運動をはじめ、町会、自治会、個人と区が強

い信頼関係を築きながら連携をとり、公園･緑･水辺のボランティア活動な

どに代表される区民主体の様々なみどりの活動が進められています。 

今後も様々な側面から、こうした活動を推進し更なる活性化を図り、み

どりに関わる人の輪の拡充を図っていくことが重要となります。 

 

 

本区では、学校教育を通じた環境学習や、身近な生き物について学ぶ場

や機会の提供などを行ってきました。 

 多くの人たちが、みどりに関する関心と知識を持ち、高い意識を持って

行動していける環境づくりはとても重要なことです。 

特に、次世代を担う子どもたちが、みどりと触れあい、学び、「命」の

大切さを感じることのできる取り組みを充実させていくことが、未来の江

戸川区のみどりを守る上で重要となります。 

 

 

江戸川区は、都内でトップクラスの公園面積を誇りますが、歩いていけ

る身近な場所に公園が配置されていない地域も残っています。 

 身近な公園は、子ども連れの家族や熟年者をはじめ、誰もが日常的に利

用する場所であり、地域の良好なコミュニケーションを維持する上でも重

要な役割を担っています。さらに、地域の防災性の向上に大きく寄与しま

す。 

 熟年者の多い地域や子どもの多い地域など、地域状況に応じた特色ある

身近な公園を、地域にバランスよく配置していくことが求められています。 

また、ライフサイクルコストを意識した適切な維持管理や、健全な炭素

循環のため木材のベンチや遊具などの積極的な活用が求められています。 

 

区内の公園は、都立公園を除くと地域の拠点となるような広面積の公園

が少ない現状があります。規模の大きな公園は環境や防災、レクリエーシ

ョン拠点としての役割を果たし、特に大きなオープンスペースの不足して

いる地域に優先的に整備することが求められます。 

みどりのオープンスペースを中核とした水と緑のネットワーク拡充を図

るためにも拠点公園の整備は重要です。 

④ みどりのパートナーシップの充実 

⑤ みどりを担う人づくりの強化 

⑥ 身近な公園の充実 

⑦ 地域の拠点となる公園の確保 
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三方を水に囲まれ、陸域の７割がゼロメートル地帯という江戸川区では、

水害や地震などへの備え、特に水害時の安全な避難対策が求められていま

す。 

日常的なレクリエーションの場としてだけでなく、災害時における安全

な避難場所や復旧･復興拠点となるようなみどりの防災空間を確保してい

くことが重要です。 

 

 

本区では、これまでの取り組みにより、数多くの公園や親水公園、親水

緑道、街路樹などの公共のみどりが整備されています。これらの中には、

整備されてから長い年月を経過したものも数多く、施設の老朽化や樹木の

生長に伴う近隣への悪影響などが一部で見られます。このため、特に街路

樹においては自然樹形を維持し、その景観を保ちつつ共存するための管理

が求められています。 

また、地域の緑の拠点である小中学校には建替時期をむかえる施設も多

く、建替時、大きく育った樹木を保存するなど、子どもたちにとって望ま

しい「みどり」の保全、創出も課題です。 

民有地の緑化に関しては、現在も条例に基づく緑化や景観地区、地区計

画等による緑の景観形成を進めていますが、今後は、民有地に対する緑化

の取り組みをより確実なものとするための方策検討を行うことが重要で

す。 

 

 

本区には、５万７千本の街路樹と全域に親水公園、親水緑道が整備され、

公園とともに水と緑のネットワークを構成しています。 

水と緑を連続させることは、都市における防火帯や避難路としての機能

向上につながり、より安全なまちを形成します。また、生き物の移動経路

として、充実を図るうえでも重要です。 

水と緑のネットワークのさらなる充実を進めることが重要です。 

 

 

区内には、総延長 27km におよぶ親水公園、親水緑道がネットワークさ

れ、荒川･江戸川の河川敷や葛西臨海公園の自然地など、それぞれが水辺の

レクリエーション空間として親しまれています。 

 本区の特長である水辺環境の魅力をさらにアップさせていくために、適

切な管理や活用を進めていくことが重要です。 

 

⑧ 安全・安心のまちを築く防災空間の確保 

⑪ 水辺の利活用 

⑨ 公共のみどりの創出・管理と民有地の効果的な緑化 

⑩ 水と緑のネットワークの充実 



 26 

 

 

 

区民との協働によりみどりのまちづくりを進めていくためには、社会情勢の

変化やみどりを取り巻く今日的な課題、今後生じることが予想される課題につ

いて優先して取り組んでいく必要があります。 

このような認識のもと、以下に述べる視点を重視し計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画策定の視点 第３章 

 

農地や民有地にある樹林地、大径木は、開発に伴って減少を続けて

います。 

農地は、食を提供するだけでなく、江戸川区らしい景観を形成し、

土と親しむレクリエーションや防災空間としても重要な存在です。ま

た、雨水を地下に浸透させ健全な水循環の一助にもなっています。 

大径木や樹林地は、地域の歴史を伝え、身近にみどりを感じること

のできる貴重な場所です。 

このような江戸川区らしい風土を構成するみどりについて、保全の

位置づけと、保全方針の具体化が重要です。 

 

 

 

 

 １ 農地や民有地の樹林地、大径木の保全 

 

 

私たちは、自然界から食糧の供給や気候の安定化といった様々な恩

恵を受けており、生物の多様性は、豊かな生活や文化の源泉となって

います。 

江戸川区は、周囲を川と海で囲まれているだけでなく、延長 27km

にも及ぶ親水公園・緑道が区内に網羅され、公園や街路樹の緑ととも

に、水と緑のネットワークを構成しています。 

一方で、農地や樹林地などの緑は減少を続けていることから、今あ

る緑の減少を抑制するとともに、公園や水辺空間などの自然性を高め

る工夫を進め、生物生息環境の確保だけでなく、生物に触れる機会の

少なくなった子どもたちが生物多様性の大切さを実感できる環境づ

くりが重要です。 

 

 ２ 生物多様性の確保 
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これまでのまちづくりにより、公園や道路、学校などの公共用地の

「みどりの量」は充足しつつありますが、これらの中には、整備され

てから長い年月が経過したものも数多いことから、時代に即した適切

な維持管理やコスト縮減、長寿命化を図り「みどりの質」の向上を目

指す方策の充実が必要です。 

「循環型」社会という観点から、廃棄されるものをできるだけ少な

くし、使えるものはできるだけ長期に使うという視点が重要です。 

特に学校のみどりは、自然樹形に配慮した維持管理や子どもたちが

土や木、生物とふれあい、学ぶことのできる場となるようにしていく

ことが必要です。 

 ４ 
公共のみどりの管理 

 

 

「共育・協働」により培われてきた「地域力」は本区の財産です。 

この地域力を生かした区民とのパートナーシップによるみどりの

活動をさらに発展させるとともに、子どもたちが、みどりや生物に関

心をもち、新たな担い手として成長していける方策の強化が必要で

す。 

また、パートナーシップの発展のためには、さまざまな場面におけ

る情報の発信・共有が重要です。 

 ３ パートナーシップによるみどりの育成 

 

 

江戸川区は、都内でトップクラスの公園面積を誇りますが、歩いて

いける身近な場所に公園が少ない地域や、規模が小さくて機能が限定

される公園も見られます。 

また、区内の公園は小規模な公園が多く、地域コミュニティの核と

なる規模の公園の充実が求められています。 

機能面では、遊戯機能中心の公園が主でしたが、子どもから熟年者

まであらゆる世代のニーズや生物の生態に配慮する観点も必要です。 

区民の暮らしに身近な公園を配置的にも機能的にもバランスよく

整備していくことが重要です。 

 

 ５ 公園の適正配置 
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学校や公営住宅、公共施設などは、地域のシンボルやモデルとなる

緑化を進めることが求められます。 

特に学校は地域のみどりの拠点として、改築の際には、既存樹木を

生かした「学校の森」の整備や外周が豊かな緑で囲まれた景観拠点と

しての役割が期待されています。 

一方、市街地の大半を占める民有地の緑化は、みどり豊かなまちづ

くりにとって大変重要な取り組みです。 

学校改築や公共施設の再整備、民有地の開発などの際の緑化によっ

て公共用地や民有地のみどりを保全・創出し、みどりの質を高めるた

めの方策を強化することが必要です。 

 

 ７ 地域の拠点となる新たなみどりの創出 

 

第４章 

 

公園緑地は、災害時の避難場所、救出や救助等各種活動の拠点、復

旧、復興時の仮設住宅建設地やがれきの仮置場など、防災上多様な役

割も担います。また、本区はゼロメートル地帯であることから、公園

を高台化することによる安全な避難場所の確保は、水害時の安全性向

上に不可欠です。震災時のみならず水害時にも安全上、大きな効果を

発揮する公園の高台化、防災機能の向上が重要です。 

 

 6 防災に資する公園整備 
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１．基本方針      

１）みどりの将来像 

本区の目指すみどりの将来像は、『水・緑、ともに生きる豊かな暮らし』と

設定します。 

これは、平成 14 年策定の「江戸川区水と緑の行動指針」で掲げたみどり

の将来像ですが、豊かな水辺とふれあい、身近な緑を育てる喜びをともに感

じながら、自然と共生し、区民が毎日を楽しく生活する姿を表現したみどり

の将来像であり、引き続き追求していきます。 

２）実現に向けた基本方針 

「みどりの課題」を踏まえ、第 3 章の「計画策定の視点」を重視し、「み

どりの課題」に対応した 3 つの基本方針、11 の方針を設定し、区民、事業

者、区が協働して、「みどりを守る・みどりを育む・みどりを創る」施策を

展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆公園の適正配置 

◆防災に資する公園整備 

◆地域の拠点となる新たなみどりの創出 

 

 

基本方針と目標 第４章 

◆農地や民有地の樹林地･ 

大径木の保全 

◆生物多様性の確保 

◆パートナーシップによるみどりの育成 

◆公共のみどりの管理 

 

水・緑、ともに生きる豊かな暮らし 

 

 

 

⑥身近な公園の充実 

⑦地域の拠点となる公園の確保 

⑧安全・安心のまちを築く防災空間

の確保 

⑨公共のみどりの創出・管理と民有

地の効果的な緑化 

⑩水と緑のネットワークの充実 

⑪水辺の利活用 

 

 

 

〈みどりの課題〉 

①樹林地や大径木の 

保全と利活用 

②農地の保全と活用方策、 

担い手確保 

③水環境の保全 

 

 

④みどりの 

パートナーシップの充実  

⑤みどりを担う人づくりの強化 

 

計画策定の視点 

～みどりの将来像～ 

計画策定の視点 

基本方針１ 

みどりを守る 

基本方針２ 

みどりを育む 

基本方針３ 

みどりを創る 
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みどりを守る 

 

■方針１ 貴重な緑を守ります⇒施策の内容 p36～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■方針２ 農を守り活用します⇒施策の内容ｐ39～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■方針３ 水の恵みを守り活かします⇒施策の内容ｐ46～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

大河川と海に囲まれ、多くの親水公園、親

水緑道がネットワークされた本区にとって、

水辺はみどりを構成する重要な要素です。 

多くの「命」を育む水辺の生物多様性の保

全再生や水質の浄化、健全な水循環のための

施策を進めていきます。 

区内に点在する大木・名木や樹林地は、区民が身

近に緑を感じることの出来る貴重な場所です。また、

これらは寺社や屋敷林などにあることが多く、本区

の歴史を物語る存在でもあります。 

このような江戸川区らしい風土を継承するために

樹木や樹林地をできるかぎり減らさないように、保

全や管理のための施策を強化していきます。 

本区にとって農地は、大木や名木・樹林地と同じく、本区の歴史を伝え、

江戸川区らしい景観を形成しています。 

新鮮で安全な野菜、花卉を供給するだけ

でなく土と親しむ農のレクリエーションの

場の提供、農地の存在そのものが災害時に

は貴重なオープンスペースとして防災機能

を発揮します。 

このような農地を守り、農地を農地のま

ま活かすための方策の強化を図ります。 

基本方針 

１ 
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みどりを育む                                        

 

■方針４ みどりの運動を広げます⇒施策の内容ｐ49～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■方針５ みどりの意識を高めます⇒施策の内容ｐ53～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みどりを創る 

 

■方針６ 身近な公園を充実させます⇒施策の内容ｐ58～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みどりに関わる運動は、みどり豊かな本区

の実現に貢献するだけでなく、運動を通じた

人々の交流の深まりや生きがいの提供にも

つながります。 

今後も、区民・事業者・区が、それぞれの

役割を担いながら良好なパートナーシップ

を築き、緑化や緑の維持管理活動、啓発活動

などのさらなる発展を進めていきます。 

地球温暖化やヒートアイランド対策、生物

多様性の確保など、みどりが果たす役割は重

要さを増してきており、みどりに対する意識

をさらに高めていく必要があります。 

そのため、次世代を担う子どもたちの関心

を高めたり、区民が身近な自然環境などを学

び体験できるような施策を進めていきます。 

身近な公園は、区民にとって日常のコミュニティや休息、遊びの場とし

て重要な役割を担っています。 

公園の少ない地域や、規模が小さく機能が

限定される公園の点在する地域を解消する

ため、今後、身近な公園の機能、配置バラン

スのとれた整備を進めます。 

また、少子高齢社会に対応するとともに、

あらゆる世代のニーズに応じたリニューア

ルや特色のある公園づくりを進めていきま

す。同時に改修などの機会をとらえ、多摩産

木材等を利用した遊具やベンチの採用にも

配慮します。 

成果品 

基本方針 

２ 

基本方針 

３ 
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■方針７ 拠点となる公園を整備します⇒施策の内容ｐ67～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■方針８ 災害から暮らしを守る公園を整備します⇒施策の内容ｐ72～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■方針９ 公共用地や民有地の緑化を進めます⇒施策の内容ｐ74～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みどりは、人間や生き物たちに様々な

恩恵を与えてくれますが、都市の中では

公園が大きな役割を担っています。 

そのため、都立公園の拡充やスーパー

堤防整備、学校用地の活用などにより、

地域の拠点となる規模の公園の整備、確

保を進めていきます。 

区内全域が低地である本区が抱える水

害や地震などの自然災害への備えとして、

安全な避難場所や復旧拠点となるような

公園を充実させることが重要です。 

スーパー堤防事業などと連携した、自然

災害に強い高台化公園の整備や、防災施設

の強化などの施策を進めていきます。 

管理・区か

ら・長谷川 

長谷川 

これまでのまちづくりで増やしてきた公園や道路、学校等の公共用地の

緑は、本区にとって大切な財産です。 

これらのみどりについては、今後、適切

な維持管理や質の向上に取り組んでいき

ます。 

特に、「新しい街路樹デザイン」に基づ

いた街路樹の整備や更新を推進します。 

また、学校等の公共用地の緑は、地域の

シンボルや地域のモデルとなる緑化を推

進します。 

街路樹 ppt 
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■方針 10 みどりのつながりを広げます⇒施策の内容ｐ79～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■方針 11 緑豊かな水辺を創ります⇒施策の内容ｐ82～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本区は、親水公園や親水緑道、親水河川、葛西臨海公園などの水辺空間

が充実しています。 

また、荒川･江戸川という大河川に囲まれ、水の恵みを身近に感じるこ

とのできる環境が最大の特長です。 

今後も、江戸川区の特長である水辺空間

のさらなる利用の促進や水辺景観向上のた

めの施策を進めていきます。 

また、豊かな水辺に囲まれた江戸川区は、

都心部に比べると気温が低く、涼しい環境

が形成されています。 

河川や親水公園･親水緑道などの｢風の

道｣を保全し、公共用地のみどりの質の向上

や沿線民有地の緑化を進めていきます。 

 

水と緑を連続させていくことは、都市における防火帯や避難路の安全性

が向上し、安全なまちづくりにつながるだけでなく、生物の移動経路とな

ることで、より豊かで安定した生態系を形成することにつながります。 

したがって、区内に点在する公園と親水公

園･親水緑道、街路樹などによる水と緑のネ

ットワークの形成を強化します。 

また、生き物の生息環境に配慮した水辺環

境づくりや、ネットワークを形成するルート

沿道の民有地緑化を進めていきます。 

成果品 



 34 

２．みどりの目標 

みどりの将来像の実現に向け「みどりを守る」「みどりを育む」「みどり

を創る」の基本方針に対応したみどりの量や質を表す目標を設定します。 

 

 

★農地（生産緑地）の面積 

 

 

 

  ★保護樹の本数 

 

 

 

           

 

★緑化の推進に満足している区民の割合 

 

 

 

 

  ★アダプト活動加入者数 

 

 

 

       

 

★身近な公園の充足率 

 

 

 

                

★公園整備に満足している区民の割合 

 

 

  

現在 38.45ha 10 年後  40ha 

現在 352 本 10 年後 400 本 

現在 57.7％ 10 年後 80％ 

現在 8,501 人 10 年後 ２0,000 人 

現在 70％ 10 年後 75％ 

現在 61.9％ 10 年後 80％ 

農地（生産緑地）を守り、新たな農地の確保を目指します。 

保護樹を守り、新たな地域のみどりを確保します。 

残る 4 割の方の半数に満足していただける花と緑の場を増やします。 

歩いて行ける（徒歩 5 分程度）身近な公園を増やします。 

アダプト活動にたずさわる仲間を増やします。 

残る 4 割の方の半数に満足していただける公園整備をします。 

「みどりを守る」目標 

「みどりを育む」目標 

「みどりを創る」目標 


